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栄東まちづくり協議会 1月協議会 議事録 

 

日 時：2025年 1月 9日（木）18:00～20:40 場 所：栄東まちづくり協議会会議室 

出席者：野田、田端、辻󠄀本、谷澤、近藤、江口、小澤、藤井、池田、渡邊、山岡、鈴木、只井 

 

●定足数及び議事録署名人について 

  13 人中 13 人の出席で栄東まちづくり協議会規約第 10 条第 2 項の規定（在籍委員の過半

数の出席）により有効に成立。議事録署名人：近藤委員、渡邊委員 

 

■議題 

1．2024年度予算の修正について 

 2024年度予算の修正について資料の通り説明した。 

 

 ＜審議事項＞ 2024年度予算の修正について、資料に記載の執行案と予算修正案の通り

予算を修正して各事業を進めることと、1 月協議会後に精査される予算

執行残について資料に記載の案に基づいて事業を執行することが全員一

致で承認された。 

  

（質問、意見）なし 

 

2．2025年度予算案及び事業計画案について 

 2025年度予算案及び事業計画案について資料の通り説明した。 

 

 ＜審議事項＞ 2025年度予算案及び事業計画案は全員一致で承認された。 

        なお、「予算」について、ミニボートピア栄の 2024年度売上額の確定

に伴い、環境整備協力費（売り上げの 1%）が今回審議いただいた予算

額より少ない場合は、「街路灯整備事業 街路灯の整備」から減額する

ことについても確認された。 

また、「事業計画」の内容について、変更等がある場合は 3 月協議会

までは修正が可能であることを確認した。 

 

（質問、意見及び回答） 

【事業計画案（全体）について】 

・各事業の冒頭に事業目的が明記されることは非常によい。現状、地域の方々も各事業

の目的が分からずに参加している場合が多くあるため、もっと地域の皆さんに目的を

伝えていく必要がある。ぜひ今後も続けていただきたい。 

【実行委員会について】 

・実行委員会制については、事業内容によってケースバイケースであり、一律に制度を

作ってやることは難しい面が出てくるのではないか。例えば、夏まつりやイルミネー

ションイベントの実行委員会については以前からやってきた行事であり、これまで通

りの体制で問題ないが、新規事業の場合は、主催する地域団体が次年度の地域要望を

出す際に、実行委員会制も含めた実施体制・実施要領を決め、それを協議会で審議・
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決定する形でやるとよいと思う。各地域団体がその流れを分かって動くようにすると

よいと思う。 

【調査研究事業について】 

・来年度の事業内容は、今年度の調査結果の深掘りをするということだが、具体的な方

法を提案したい。調査結果については今年度の実行委員の方が一番詳しいと思うため、

ポイントを 2、3 選んでもらい、各団体の定例会において、例えば 20 分、3 回程度、

活用方法等について協議して、それぞれからレポートを出す形としてはどうか。 

・来年度具体的にどんな調査をするかが具体的に決まっていない中で予算額が積算でき

ず、予算が付かなかった。各団体で調査結果から見えるヒントを踏まえてやりたいこ

とを出してもらい、それを実行委員会で揉んで、いい案があれば再来年度以降に予算

を組んでやるという段取りで進めてはどうか。各団体でバラバラに議論すると、団体

により目的や思い、価値観が異なり、まとまらないため、実行委員会で議論してはど

うか。 

・今年度の調査結果について各団体で深掘りはできておらず、協議会としても地域団体

への投げかけはしていない状況である。そのため、まずは調査結果について各団体で

検討するという項目を事業計画に記載してはどうか。更に、考えた後どうするのかと

いう目的を栄東地域の今後のまちづくり事業への具体的な活用方法の検討としてはど

うか。また、検討だけで終わってしまうのではモチベーションが上がらないため、各

団体で意見交換後に、それらの意見を踏まえつつ再来年度の予算化に向けて協議会で

協議を進める。その手法については実行委員会でも行政委員も入った協議会でもいい

と思う。そういった内容を事業計画として文字に落とし込むのはどうか。見える化し

て確認が取れれば、皆の認識のずれも少なくなると思われる。 

・大きなテーマ、例えばまちづくりの方向性について話し合ってもなかなか決まらない

ため、2026 年度に 25 周年を迎える池田公園イルミネーション装飾をテーマに実行委

員会で検討し、秋頃に翌年度の予算を上げることを目標とするのはどうか。テーマを

絞って検討し、結果に導くというプロセスを経験することが大切である。その話し合

いの過程で、将来の方向性や具体的な取り組みの案も出るかもしれない。実行委員会

で決めたことを毎回地域団体に持ち帰って検討を繰り返していると先に進まないため、

実行委員会にある程度託すことが必要である。 

・まちづくりの方向性についてだが、栄東女子大小路ビル協会で成功しているまちづく

りについて視察を行ったところ、9 割がた外部委託で検討していた。大きな方向性を

決めるとなると外部からの客観的な視点が必要となると思う。従って、将来的にそう

いう方向に持っていけるよう、まず今は目の前のイルミネーションというテーマに絞

って成功させ、次に取り組むといった成功例を重ねていき、まちづくりの方向性を決

めていけるといいと思う。 

・まちづくりの方向性について地域で議論するきっかけとして、周年行事をネタとする

ことは有益であると思う。 

・調査研究事業は来年度の予算は 0 円なので、来年度の事業内容については事業の目的

だけを決め、実施体制・枠組みはそこまで細かく決めずにもっと自由度を持たせれば

よいのではないか。 

・予算化のための協議ではなく、まずは調査結果を各団体で共有し知ることが大切であ

る。その結果として、予算をかけてやりたいことが出てきたら予算化も含めて検討す
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ればよいのではないか。 

・調査研究事業で重要なのは「まちづくりの方向性や今後の施策等について各地域団体

で意識を共有する」という部分だと思う。 

・事務局よりこれまでの出たご意見・提案を整理すると、イルミネーション装飾と夏ま

つりの周年行事をテーマに検討するということは共有できたが、実施体制については、

ひとまず事業計画には記載せず今後検討していくということだった。これについては、

地域が主体的に実施体制も含めて議論していただきたい。2 月以降の協議会において

事務局が実施体制についての案を提案するということはしないということでいいか。 

・地域が主体的に検討するということでいい。その結果が出なければ、それはそれで仕

方ない。 

 

■報告事項 

1．防災事業 防災・防犯講習会の実施について 

防災・防犯講習会の実施について資料の通り報告した。 

 

（質問、意見）なし 

 

2．街路灯整備事業 街路灯の整備について 

街路灯の整備について資料の通り報告した。 

 

（質問、意見）なし 

 

3．栄東まちづくり協議会における今後の体制について 

会長・副会長の任期に係る意見集約の結果について池田委員より以下の通り報告した。 

 

 ・地域 3団体共に規約の改正に賛成という意見であった。 

 ・今後の段取りについては、来月以降に規約の改正案をお示しする予定であり、3 月ま

でには審議いただきたいと考えている。 

 

（質問、意見及び回答） 

・3 団体で同意が得られたということだが、栄東発展会の決定には個人的に納得できな

いので、栄東発展会において再度決議を求める意見書を提出する。現在の規約は、旧

規約において役員の任期が長期化したことを反省点とし、役員の固定化を防ぎ役員が

交代することでまちづくりの活性化に資することを目的としている。今回の規約改正

を受け入れれば現行の規約の趣旨から大きく外れることとなる。もう少し議論を深め、

慎重に回答を出したい。 

・その意見書は栄東発展会の意見ではなく、個人的な意見ということで間違いないか。 

・そうである。多数決で反対した少数意見が潰れされているのは納得できない。 

・栄東発展会 12 月定例会における多数決で 12 町内のうち 7 町内が規約改正に賛成し、

さらに 2 町内は早退のため口頭で賛成の意思表示をされ、合計 9 町内が賛成して栄東

発展会として合意に至ったはずである。 

・私は合意したとは認識していない。もう一度議論の時間を与えていただきたい。 

・どんな決定事項でも全員賛成になることはない。 
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・本来は現行の規約の趣旨に沿って役員を入れ替えるのが理想的だが、現在の栄東の状

況を鑑みての改正提案である。 

・栄東発展会の決定に異議があり、再度議論をして回答を出したいとのことであるため、

栄東発展会において解決していただきたい。 

 

■その他 

1．2025年度栄東まちづくり協議会開催日程（案）について 

2025年度の協議会開催日程について資料の通り説明した。 

 

2．次回協議会の日程について 

次回協議会は 2月 8日（木）18:00より栄東まちづくり協議会会議室にて開催する。 

 

3．中区多文化共生推進講演会について 

令和 6年度中区多文化共生推進講演会について案内した。（中区区政部地域力推進課） 

 

4．池田公園トイレの便器破損の被害について 

池田公園トイレの男子個室の便器が壊される被害が11月に続き、12月下旬にも発生し、

現在は個室を封鎖し使用禁止となっていることと、壊された部品が調達出来次第復旧予定

であることを報告した。（中土木事務所） 

 

（質問及び回答） 

・トイレの外に防犯カメラを設置することはできないのか。 

 ・公園の防犯カメラ設置については議論が進んでおり、適切な時期にご説明する。 

 

以上 

 


